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ガラモ場再生マニュアルについて 
 

アマモ場やガラモ場といった藻場は、水

産生物の産卵場所や幼稚仔魚の生息場所と

しての機能を有しており、漁業資源の増殖

に寄与しています。また、地球温暖化の原因

となっている二酸化炭素を光合成により吸

収する他、成長に伴い窒素やリンを吸収し

て水質を浄化し、海の富栄養化を防止する

など重要な役割を担っていることが報告さ

れています。 

しかし、瀬戸内海では、高度経済成長期の

干拓や埋立、透明度の低下等に伴い藻場が

減少しました。アマモ場については播種等

の再生活動や透明度の上昇などの海域環境

の改善により回復傾向にあるものの、ガラ

モ場については回復傾向が見られていませ

ん。その原因については不明な部分が多く、

再生手法の開発も十分には進んでいません

でした。 

そこで水産研究所では、令和４年度から

成長が速く規模の大きい藻場が形成される

ガラモの一種であるアカモクの再生手法に

関する試験研究を行い、得られた成果や「磯

焼け対策ガイドライン（令和３年３月 水

産庁）」等の既往知見を基に、漁業関係者が

実施できる再生手法をまとめた「ガラモ場

再生マニュアル」（図１）を作成しました。 

新たな工夫として、ガラモ場再生活動の

適地選定を行う際、水質等の環境項目によ

る選定手法が未だ確立されていないことか

ら、アカモクを人工的に採苗・着生させたコ

ンクリートブロックの基質（写真１）を再生

候補地に設置し、成長をモニタリングする

方法を採用しました。 

モニタリングで順調な成長が確認されれ

ば、２年目にはその場所に種を供給するた

めのアカモクの母藻を設置します。もし、食

害が確認された場合は、食害防止用の囲い

網と母藻の設置を組み合わせて実施しま

す。 

再生活動は適地選定や食害対策を適切に

実施しても、海況等により期待した結果が

得られないことも想定されます。そのため

継続的なモニタリングと、その結果の評価・

検証によって計画を随時見直し、修正を行

いながら活動を行うことが大切です。 

今後、漁業者の皆様がこのマニュアルを

基にガラモ場再生の取組を開始し、地元の

海域に適した再生手法を確立していただけ

れば幸いです。技術指導等、ご希望がござい

ましたら遠慮なく水研にご連絡ください。 

（海面・内水面増殖研究室：小見山） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真１ アカモクを着生させた基質 

（右側のブロックには食害の有無を

確認するためネットを装着している） 

図１ ガラモ場再生マニュアル 


